
 

 

 

受
付
番
号 

受
付
月
日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 1 

議席番号 番 氏 名 

会派名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 新型コロナウ

イルス感染症対

策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 部活動および

地域スポーツの

振興について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は依然終

息の見通しの立たない状況が続いています。そん

な中で本町においても昨年 12月以降、感染確認

が急増いたしました。 

感染拡大の防止のためには、個人が感染防止の

ための行動を継続することがまず大切なことです

が、町が感染拡大の防止のために行うべきは、感

染すると重症化しやすい高齢者等の施設における

クラスターの発生を防ぐための方策であります。 

 

(1)  新型コロナウイルス感染症感染者の 12月

以降急増の原因について問う。 

   

(2)  高齢者および障がい者施設での感染につ

いて問う。 

 

(3)  高齢者、障がい者施設関係者および介護事

業者への社会的検査（PCR検査等）実施につ

いて問う。 

 

(4)  ワクチン接種の見込みについて問う。 

 

教師の働き方改革の一環として「部活動指導ガ

イドライン」による小中学校の部活動の時間制限

を含む改善が進められています。 

一方で、「地域のスポーツクラブ」は人材不足

や町内活動施設の不十分さにより、思うような活

動ができていない実態があります。 

 

(1)  教師の時間外勤務の状況を問う。 

 

(2)  部活動参加児童生徒数の推移を問う。 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

教育長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

水川 淳 

 

中野まさひろ 

２ 
       ２月  ９日 

午前・午後   ８時３１分 

 ３ 

無 会 派 



 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 2 ３番 氏名 中野まさひろ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ３ 「農福連携」に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 附属機関等傍

聴者に対する資

料提供について 

 

(3)  部活動指導員の活用について問う。 

 

(4)  部活動と「地域のスポーツクラブ」との連

携について問う。 

 

(5)  「地域のスポーツクラブ」の振興策及び「総

合型地域スポーツクラブ」の充実策について

問う。 

 

 農業従事者の高齢化が進み、遊休農地も増加し

ています。また、障がい者の就労に対する意欲の

高さに比べ、就労の機会は少ない現状があります。 

農業と福祉の連携によって、農業従事者を確保

するとともに、障がい者や高齢者の就労の場を拡

大し福祉の増進を図ることが可能です。そして、

全国でも多くの「農福連携」が進んでいます。 

 

(1)  本町の農業の現状（従事者数の推移、高齢

化の状況、遊休農地の推移）を問う。 

 

(2)  「農福連携」の農業、福祉両分野での有効

性について問う。 

 

(3)  本町における「農福連携」の現状について

問う。 

 

(4)  「農福連携」の農業、福祉両分野での支援

策について問う。 

 

附属機関等の会議については、東郷町附属機関

の設置等に関する要綱第 6条で会議の公開が定め

られています。しかし、同第 7条において会議資

料は「閲覧に供することができるよう附属機関等

の開催場所に備えおくものとする」とされており、

現在は、傍聴者に配布されていません。 

多くの他市町村では、住民の理解と信頼を深め、

開かれた行政を推進する観点から会議資料が配布

されています。 

 

(1)  傍聴時の会議資料を会議終了後回収する

目的について問う。 

 

(2)  会議資料は、傍聴者に配布すべきであると

考えるがどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

 


